
67 

 

 

 

67

第４章 

地区別構想 

４－１ 地区区分の設定 

４－２ 中央地区 

４－３ 西地区 

４－４ 東地区 
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地区区分については、土地利用の状況や日常生活圏の状況等を考慮し、３つの中学校区（幸手

中学校・西中学校・東中学校）を基本に、以下の３地区に区分し、身近なまちづくりの方針を示

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 対応する町丁目 

中央地区 
中一丁目～中四丁目 北一丁目～北三丁目 大字幸手（一部）  東一丁目～東五丁目 
緑台一丁目～緑台二丁目 大字内国府間 大字上吉羽（一部） 大字権現堂（一部） 栄

西地区 
中五丁目 南一丁目～南三丁目 大字幸手（一部） 西一丁目～西二丁目  
大字中川崎 大字下川崎 大字千塚 大字円藤内 大字松石 大字高須賀  
大字外国府間 大字上高野 上高野一丁目 香日向一丁目～香日向四丁目 

東地区 

大字権現堂（一部） 大字上吉羽（一部） 大字神明内 大字木立 大字惣新田  
大字細野 大字下宇和田 大字上宇和田 大字下吉羽 大字西関宿 大字花島 大字中島
大字槇野地 大字戸島 戸島一丁目～戸島二丁目 大字吉野 吉野一丁目 大字天神島 
天神島一丁目 大字平須賀 平須賀一丁目～平須賀二丁目 大字神扇 大字平野  
大字中野 大字長間 

 

 

４－１ 地区区分の設定 

図 地区区分の設定 

西地区 中央地区 

東地区 
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１ 地区特性と課題 

（１）概況 

①地区の北部と東部に一部市街化調整区域を含む地区ですが、幸手駅東口周辺を含めお

おむねの範囲が市街化区域に含まれる地区です。 

②幸手駅東口周辺及び都市計画道路中央通り線沿い、国道４号沿いに中心市街地が形成

され、その周辺は住宅地が広がっています。 

③地区の南部には幸手団地、緑台地区等の住宅団地が整備されています。 

④市街化調整区域においては、大字幸手地区等の開発許可に基づく住宅地が形成されて

いるほか、農地・集落地が形成されています。 

⑤行政・防災拠点の市役所のほか、地域行政拠点の地区市民センター（中央公民館・北公

民館）があります。 

⑥地区の北部では、本市の代表的な観光資源の権現堂堤がある県営権現堂公園が整備さ

れています。 

⑦令和３年（２０２１年）の人口は、約２１，０００人と既に人口減少下にあり、目標年

度である令和２３年（２０４１年）には約１３，０００人と４割程度の減少が見込まれ

ています。 

⑧東一丁目、東三丁目、東五丁目、緑台一丁目、栄において、高い人口密度を示していま

す。また、中三丁目、東四丁目、緑台一丁目、緑台二丁目、栄において、高い高齢化率

を示しています。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 中央地区 

図 中央地区の人口推移 （単位：人） 図 中央地区の位置図 

出典：国勢調査（Ｈ２２）、住民基本台帳（Ｒ３）、第６次幸手市総合振興計画における人口推計 
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図 中央地区の人口密度（Ｒ３） 

図 中央地区の高齢化率（Ｒ３） 
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58.6%

21.8%

19.1%

18.0%

16.1%

15.7%

10.9%

10.7%

8.0%

7.0%

6.1%

6.1%

5.9%

5.2%

3.2%

7.5%

13.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

駅を中心とする中心市街地が寂しい

公共交通が充実していない

民間施設が不足している

市街地の道路が車で走りにくい

自慢できる場所・空間がない

生活道路の整備が不十分である

市役所本庁舎が防災拠点として不安がある

公園が少ない

駅を中心とする市街地が歩きにくい

公共施設が不十分で、魅力がない

自然が減っている

河川による親水空間が不十分である

幹線道路が不十分である

農地が多く、活力がない

農地の中の住宅団地等が環境を壊している

その他

無回答

（２）地区住民意識（第２次幸手市都市計画マスタープラン策定のための市民意識調査） 

   【まちづくりに関して良いと思う点】 

・「権現堂の桜は魅力があ

る」、「幸手インターチ

ェンジがある」ことを、

良いと思うと回答した

割合が突出して高くな

っており、次いで「民間

施設がそろっている」、

「公共施設が整備され

ている」、「駅東西口が

結ばれている」ことを、

良いと思うと回答した

割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

【まちづくりに関して悪いと思う点】 

・「駅を中心とする中心

市街地が寂しい」こと

を、悪いと回答した割

合が突出して高くなっ

ており、次いで「公共

交通が充実していな

い」、「民間施設が不足

している」、「市街地の

道路が車で走りにくい」

ことを、悪いと思うと

回答した割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

68.6%

50.7%

23.0%

22.3%

17.0%

7.3%

7.3%

6.8%

6.1%

5.5%

5.2%

4.1%

4.1%

2.3%

1.8%

1.6%

0.7%

8.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

権現堂の桜は魅力がある

幸手インターチェンジがある

民間施設がそろっている

公共施設が整備されている

駅東西口が結ばれている

農地と集落の田園環境が良い

工業団地ができ、活力が生まれた

新しい住宅地ができている

幹線道路が整備されている

生活道路の整備は、ほぼ十分である

市街地と農地がうまく調和している

公園がよく整備されている

神社、仏閣等が多く趣がある

公共交通が充実している

河川が多く、潤いがある

市街地のにぎわいが魅力である

その他

無回答

（Ｎ＝４４０）

（Ｎ＝４４０） 
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（３）都市整備の現況と課題 

 ①幸手駅東口周辺は、駅前広場及び都市計画道路幸手停車場線の整備が完了しています

が、さらなる利便性と拠点性の向上が期待されます。 

②都市計画道路幸手停車場線及び都市計画道路中央通り線に沿って市の中心的な商業地

区が形成されるとともに、国道４号及び都市計画道路幸手五霞線に沿って商業施設の

立地が進んでいます。 

③国道４号西側の住宅市街地については、都市基盤の整備が十分でないことから、さら

なる良好な住環境の形成が求められます。 

④幸手団地については、建物の老朽化や入居者の高齢化が進行しています。 

⑤都市計画道路中央通り線及び都市計画道路幸手鷲宮線の整備促進が求められます。 

⑥幸手駅西口の開設に伴い、利用者のニーズに合わせた、交通結節点としてのさらなる

機能強化が期待されます。 

⑦本地区は、駅周辺の市街地を含み、比較的公共交通の利便性が高い地区と言えますが、

公共交通の充実を求める声が多くあがっています。 

⑧県営権現堂公園については、全国有数の観光名所である権現堂堤を有しており、多く

の観光客が訪れています。 

⑨幸手駅周辺の既成市街地については、まとまりのある緑や公園が少ない状況です。 

⑩中川や倉松川沿いについては、水と緑を活かした環境整備が期待されます。 

⑪主に倉松川沿いについて、浸水対策による災害に強い環境整備を進めていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸手駅東口 

倉松川 

幸手駅東西自由通路 

幸手団地 
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図 土地利用（用途地域等）及び都市基盤整備等状況図 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 
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（４）まちづくりの将来像 

 

 

 

 

 

２ まちづくりの方針 

（１）将来都市構造（土地利用） 

①人口減少・少子高齢化の状況下においても、将来にわたり市の活力と利便性を維持し

ていく観点から、幸手駅東口周辺において、商業施設、公共施設、医療・福祉施設等の

多様な都市機能の集積を図り、コンパクトなまちづくりに寄与する複合市街地の整備

を推進します。 

②都市計画道路幸手停車場線、都市計画道路中央通り線及び国道４号を中心とした幹線

道路の沿道において、商業施設やサービス業等の誘導を図り、まちなかの回遊性の向

上に努めます。 

③都市計画道路幸手五霞線及び都市計画道路幸手インター連絡線沿道については、広域

的な交通の便を活かした土地利用を検討していきます。 

④水と緑の拠点に位置づける県営権現堂公園については、桜の保全とともに広域公園と

して活用していきます。 

⑤水と緑の軸に位置づける中川や倉松川沿いについては、快適な歩行環境等の整備を推

進します。 
 

（２）安全・安心なまちづくり 

①都市計画道路中央通り線及び都市計画道路幸手鷲宮線については、まちなかの回遊性

や駅周辺の拠点への広域的な利用客に対応する重要な路線であることから、未整備区

間の整備を図ります。 

②国道４号の西側の中地区等については、狭あい道路の解消等、密集した市街地の改善

を図ります。 
 

（３）安らぎのある快適なまちづくり 

①幸手団地については、多様な世代が住み続けられるような住まいづくりの実現のため、

ＵＲ都市機構と連携を図ります。 

②幸手駅周辺の既成市街地について、新たな土地利用等を図る際には、公園の整備を図

ります。 

③幸手市開発行為等指導要綱で位置づけている指定水路について、１か所整備が完了し

ていますが、残りの未整備箇所についても、緑化を伴った遊歩道等の実現に向けて努

めます。 

 

 

 

幸手駅周辺の都市機能の集積や、権現堂公園等の緑との調和に

より、人々が活発に行き交うにぎわいと潤いのあるまち 
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図 中央地区のまちづくり方針図 

（市街化区域） 
・回遊性の向上に資す 

る環境整備 
・都市機能及び居住の

誘導 

・桜の保全 
・広域公園として

の活用 

・多様な都市機能 
の集積 

・さらなる拠点性・ 
利便性の向上 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 
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１ 地区特性と課題 

（１）概況 

①地区の中央部に位置する幸手駅西口周辺及び西側に位置する香日向地区において市街

化区域に指定されていますが、その他おおむねの範囲が市街化調整区域に含まれる地

区です。 

②幸手駅西口地区については、現在、土地区画整理事業が推進されており、良好な市街地

の形成に向けて整備が進められています。 

③香日向地区については、良好な住宅団地が形成されています。 

④市街化調整区域内では、千塚団地のほか、下川崎地区等で、開発許可制度に基づく住宅

地が形成されています。 

⑤地区の南部に位置する上高野地区については、都市計画道路三ツ家慶作線が整備され

ており、新たな産業系等の土地利用に向けて検討されています。 

⑥地域行政拠点の地区市民センター（西公民館・南公民館）があります。 

⑦地区の北部では、本市の代表的な観光資源の権現堂堤がある県営権現堂公園が整備さ

れています。 

⑧令和３年（２０２１年）の人口は、約２２，０００人と約１０年前の平成２２年   

（２０１０年）と比較して増加傾向にありますが、目標年度である令和２３年   

（２０４１年）には約２０，０００人と１割程度の減少が見込まれています。 

⑨西一丁目、西二丁目、香日向一丁目において、高い人口密度を示しています。また、大

字高須賀、香日向一丁目、香日向二丁目において、高い高齢化率を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 西地区 

図 西地区の人口推移 （単位：人） 図 西地区の位置図 

出典：国勢調査（Ｈ２２）、住民基本台帳（Ｒ３）、第６次幸手市総合振興計画における人口推計 
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図 西地区の人口密度（Ｒ３） 

図 西地区の高齢化率（Ｒ３） 
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（２）地区住民意識（第２次幸手市都市計画マスタープラン策定のための市民意識調査） 

   【まちづくりに関して良いと思う点】 

・「権現堂の桜は魅力があ

る」、「幸手インターチェ

ンジがある」ことを、良い

と思うと回答した割合が

突出して高くなっており、

次いで「駅東西口が結ば

れている」、「民間施設が

そろっている」、「新しい

住宅地ができている」こ

とを、良いと思うと回答

した割合が高くなってい

ます。 

  

 

 

 

 

【まちづくりに関して悪いと思う点】 

・「駅を中心とする中心市街

地が寂しい」ことを、悪い

と回答した割合が突出し

て高くなっており、次いで

「公共交通が充実してい

ない」、「市街地の道路が

車で走りにくい」、「生活

道路の整備が不十分であ

る」ことを、悪いと思うと

回答した割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

69.2%

43.1%

20.5%

16.7%

15.0%

14.7%

11.1%

5.6%

5.3%

5.0%

4.7%

4.4%

2.1%

1.5%

1.5%

0.0%

0.9%

8.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

権現堂の桜は魅力がある

幸手インターチェンジがある

駅東西口が結ばれている

民間施設がそろっている

新しい住宅地ができている

公共施設が整備されている

農地と集落の田園環境が良い

市街地と農地がうまく調和している

公園がよく整備されている

工業団地ができ、活力が生まれた

幹線道路が整備されている

生活道路の整備は、ほぼ十分である

神社、仏閣等が多く趣がある

河川が多く、潤いがある

公共交通が充実している

市街地のにぎわいが魅力である

その他

無回答

56.6%

29.6%

27.9%

24.0%

21.4%

14.7%

12.6%

8.2%

7.6%

7.3%

6.7%

6.7%

6.5%

5.0%

3.5%

7.0%

7.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

駅を中心とする中心市街地が寂しい

公共交通が充実していない

市街地の道路が車で走りにくい

生活道路の整備が不十分である

民間施設が不足している

自慢できる場所・空間がない

市役所本庁舎が防災拠点として不安がある

公園が少ない

公共施設が不十分で、魅力がない

自然が減っている

駅を中心とする市街地が歩きにくい

農地が多く、活力がない

幹線道路が不十分である

農地の中の住宅団地等が環境を壊している

河川による親水空間が不十分である

その他

無回答

（Ｎ＝３４１） 

（Ｎ＝３４１） 
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（３）都市整備の現況と課題 

 ①幸手駅西口地区については、魅力ある都市機能の誘導を含め、良好な住環境を

有した市街地形成に向けた土地区画整理事業の推進が期待されます。 

②上高野地区については、周辺環境との調和のとれた産業系等の土地利用の形成が期待

されます。 

③香日向地区については、良好な住宅団地が形成されていることから、将来にわたり住

環境を維持していくことが求められます。 

④東武日光線西側の中五丁目、西一丁目、西二丁目の住宅市街地については、都市基盤の

整備が十分でないことから、さらなる良好な住環境の形成が求められます。 

⑤市の北西部は、農振農用地に指定されている地域が含まれており、周辺集落と一体的

に農地を保全していく必要があります。 
⑥都市計画道路西口停車場線及び都市計画道路杉戸幸手栗橋線については、未整備区間

の整備が求められます。 

⑦一般県道幸手久喜線や一般県道さいたま幸手線については、歩行者の安全性の確保が

求められます。 

⑧市街化調整区域については、生活道路を整備していく必要があります。 

⑨幸手駅西口の開設に伴い、利用者のニーズに合わせた、交通結節点としてのさらなる

機能強化が期待されます。 

⑩本地区は、駅周辺の市街地や香日向地区のほか、市街化調整区域でありながら住宅が

多い地区が含まれており、公共交通の充実を求める声が多くあがっています。 

⑪県営権現堂公園については、全国有数の観光名所である権現堂堤を有しており、多く

の観光客が訪れています。 

⑫東武日光線西側の住宅市街地については、日常利用のための公園が少ない状況です。 

⑬中川や倉松川沿いについては、水と緑を活かした環境整備が期待されます。 

⑭地区内の公共下水道計画区域のうち、未整備の区域については、早期の整備が求めら

れます。 

⑮中川や大中落悪水路及び中落悪水路等については、災害に強い環境整備を進めていく

必要があります。 

⑯駅アクセス軸である都市計画道路西口停車場線については、良好な歩行環境を備えた

景観形成が期待されます。 
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図 土地利用（用途地域等）及び都市基盤整備等状況図 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 
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（４）まちづくりの将来像 

 

 

 

 

 

２ まちづくりの方針 

（１）将来都市構造（土地利用） 

①幸手駅西口地区については、土地区画整理事業の推進に伴い、市民のニーズに応じた

魅力ある都市機能の誘導を図ります。 

②産業拠点に位置づける上高野地区については、市街化区域の編入を視野に入れ、幹線

道路の交点となる都市的土地利用のポテンシャルの高さを活かし、周辺の住宅市街地

や営農環境との調和に配慮しつつ、新たな産業系等の土地利用に向けて検討します。 

③農振農用地に指定されている優良な農地については、農業生産基盤の整備等により、

周辺集落と一体となった保全を図ります。 

④水と緑の拠点に位置づける県営権現堂公園については、桜の保全とともに広域公園と

して活用していきます。 

⑤水と緑の軸に位置づける中川や倉松川沿いについては、快適な歩行環境等の整備を推

進します。 
 

（２）安全・安心なまちづくり 

①都市計画道路西口停車場線及び都市計画道路杉戸幸手栗橋線については、未整備区間

の整備を図ります。 

②一般県道幸手久喜線や一般県道さいたま幸手線については、歩道整備等による歩行者

の安全性の確保を図ります。 

③東武日光線西側の中五丁目、西一丁目、西二丁目等については、都市基盤が十分に整備

されていないことから、狭あい道路の解消等、密集した市街地の改善を図ります。 

④中川や大中落悪水路及び中落悪水路等については、浸水対策等による災害に強い環境

整備を促進するとともに、関係機関との連携により倉松川の河川改修を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな土地利用の形成等による、都市的市街地の形成と豊かな自然

環境が融合する、潤いと快適さを感じられるまち 

幸手駅西口 都市計画道路西口停車場線 
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（３）安らぎのある快適なまちづくり 

①幸手駅西口地区については、地区計画の導入等により、良好な住環境を形成します。 

②香日向地区については、引き続き地区計画の適切な運用により、良好な住環境の保全

に努めます。 

③地区内の公共下水道計画区域のうち、幸手駅西口地区や香日向地区等を含むおおむね

の範囲で公共下水道が未整備となっているため、早期の整備完了を図ります。 

④東武日光線西側の住宅市街地については、新たな土地利用等とあわせた市街地内の公

園の整備や緑地の保全を図ります。 

⑤幸手駅西口地区については、土地区画整理事業の推進に伴う魅力的な都市空間の創出

に向けて、倉松川を活かした親水公園の整備を進め、自然環境との調和のとれた景観

形成を図ります。 

⑥駅アクセス軸である都市計画道路西口停車場線については、無電柱化を推進し、良好

な歩行環境を備えた景観形成を図ります。 

⑦香日向地区の銀杏並木や緑道の保全に努め、良好な景観形成を図ります。 

⑧幸手市開発行為等指導要綱で位置づけている指定水路について、緑化を伴った遊歩道

等の実現に向けて努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路杉戸幸手栗橋線 香日向地区の住宅地 
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図 西地区のまちづくり方針図 

都市計画道路 
杉戸幸手栗橋線
の整備 

・幸手駅西口土地区画整理
事業の推進 

・魅力ある都市機能の誘導 
・倉松川沿いの親水公園の 

整備 

香日向地区にお
ける良好な住環
境の保全 

新たな産業系土地
利用の形成 

・桜の保全 
・広域公園とし

ての活用 

（市街化区域） 
・都市機能及び居住の誘導 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 
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１ 地区特性と課題 

（１）概況 

①地区の北部には、幸手工業団地や幸手ひばりヶ丘工業団地が整備されています。 

②地区の中央部には、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）幸手ＩＣが位置しており、幸手

中央地区産業団地が隣接して整備されています。 

③現在、幸手中央地区産業団地の東側への拡大や、戸島地区において、新たな産業系の土

地利用に向けた検討が進められています。 

④本地区のほとんどの範囲は市街化調整区域に指定され、農村集落が点在しています。 

⑤行政・防災拠点に位置づける保健福祉総合センター（ウェルス幸手）や、社会教育活動

拠点に位置づける市の代表的な文化・スポーツ施設である市民文化体育館（アスカル

幸手）があります。 

⑥地区の東部には、地域行政拠点の地区市民センター（東公民館）、社会教育活動拠点に

位置づける郷土資料館があります。また、市外につながる幹線道路である、国道４号バ

イパスが通っています。 

⑦令和３年（２０２１年）の人口は、約７，１００人と既に人口減少下にあり、目標年度

である令和２３年（２０４１年）には約５，８００人と２割程度の減少が見込まれてい

ます。 

⑧人口密度は地区全体で低く、高齢化率は地区全体で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４ 東地区 

図 東地区の人口推移 （単位：人） 図 東地区の位置図 

出典：国勢調査（Ｈ２２）、住民基本台帳（Ｒ３）、第６次幸手市総合振興計画における人口推計 
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図 東地区の人口密度（Ｒ３） 

図 東地区の高齢化率（Ｒ３） 
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（２）地区住民意識（第２次幸手市都市計画マスタープラン策定のための市民意識調査） 

【まちづくりに関して良いと思う点】 

・「権現堂の桜は魅力があ

る」、「幸手インターチ

ェンジがある」ことを、

良いと思うと回答した

割合が突出して高くな

っており、次いで「公共

施設が整備されている」、

「農地と集落の田園環

境が良い」、「工業団地

ができ、活力が生まれた」

ことを良いと思うと回

答した割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

【まちづくりに関して悪いと思う点】 

・「駅を中心とする中心市

街地が寂しい」ことを、

悪いと回答した割合が

突出して高くなってお

り、次いで「公共交通が

充実していない」、「生

活道路の整備が不十分

である」、「民間施設が

不足している」、「市街

地の道路が車で走りに

くい」、「自慢できる場

所・空間がない」ことを、

悪いと思うと回答した

割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

41.5%

27.4%

18.9%

18.9%

16.0%

16.0%

15.1%

10.4%

10.4%

8.5%

7.5%

5.7%

4.7%

1.9%

1.9%

5.7%

16.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

駅を中心とする中心市街地が寂しい

公共交通が充実していない

生活道路の整備が不十分である

民間施設が不足している

市街地の道路が車で走りにくい

自慢できる場所・空間がない

農地が多く、活力がない

幹線道路が不十分である

市役所本庁舎が防災拠点として不安がある

自然が減っている

公共施設が不十分で、魅力がない

公園が少ない

河川による親水空間が不十分である

駅を中心とする市街地が歩きにくい

農地の中の住宅団地等が環境を壊している

その他

無回答

62.3%

57.5%

25.5%

15.1%

11.3%

8.5%

6.6%

6.6%

6.6%

5.7%

4.7%

3.8%

3.8%

3.8%

0.0%

0.0%

5.7%

8.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

権現堂の桜は魅力がある

幸手インターチェンジがある

公共施設が整備されている

農地と集落の田園環境が良い

工業団地ができ、活力が生まれた

民間施設がそろっている

生活道路の整備は、ほぼ十分である

公園がよく整備されている

駅東西口が結ばれている

河川が多く、潤いがある

市街地と農地がうまく調和している

新しい住宅地ができている

幹線道路が整備されている

神社、仏閣等が多く趣がある

市街地のにぎわいが魅力である

公共交通が充実している

その他

無回答

（Ｎ＝１０６）

（Ｎ＝１０６）
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（３）都市整備の現況と課題 

①既存の産業拠点である幸手工業団地や幸手ひばりヶ丘工業団地、幸手中央地区産業団

地については、今後もその活力と土地利用を維持していく必要があります。 

②首都圏中央連絡自動車道（圏央道）による交通アクセスの長所を活かし、幸手中央地区

産業団地の東側の拡大や、戸島地区における新たな産業系の土地利用の誘導が期待さ

れます。 

③本地区の大半を占める農村集落については、将来にわたり営農環境を維持していく必

要があります。 

④首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や国道４号バイパス等の市外とつながる幹線道路

との接続性を高めるため、都市計画道路惣新田幸手線バイパスの整備が課題となって

います。 

⑤市街化調整区域については、生活道路を整備していく必要があります。 

⑥本地区は、市街化調整区域を多く含む地区であり、公共交通の充実を求める声が多く

あがっています。 

⑦中川や江戸川、倉松川沿いについては、水と緑を活かした環境整備が期待されます。 

⑧地区北部の幸手工業団地及び幸手ひばりヶ丘工業団地について、工業団地の排水処理

は現在各企業個別に行われています。 

⑨中川や江戸川、倉松川等については、災害に強い環境整備を進めていく必要がありま

す。 

⑩本地区に多く存在し、本市の特長の一つである田園環境の保全が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏央道幸手ＩＣ（久喜市方面） 圏央道幸手ＩＣ（五霞町方面） 

中川 都市計画道路惣新田幸手線バイパス 
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図 土地利用（用途地域等）及び都市基盤整備等状況図 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 
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（４）まちづくりの将来像 

 

 

 

 

 

２ まちづくりの方針 

（１）将来都市構造（土地利用） 

①都市基盤整備等が完了し、既存の産業拠点である幸手工業団地、幸手ひばりヶ丘工業

団地及び幸手中央地区産業団地については、周辺環境との調和に配慮しつつ良好な生

産環境を維持するとともに、市の経済活力を支える観点から、将来にわたり継続的な

立地を維持していきます。 

②幸手中央地区産業団地の東側への拡大や戸島地区については、将来的な市街化区域の

編入を視野に入れ、周辺との調和に配慮した新たな産業系の土地利用に向けた検討を

進めていきます。 

③本地区に多く存在する優良な農地については、農業生産基盤の整備等、周辺集落と一

体となった保全を図ります。 

④水と緑の軸に位置づける中川や江戸川、倉松川沿いについては、快適な歩行環境等の

整備を推進します。特に、中川沿いについては、既存の公園等を活用し、ふれあい散策

路等の整備を図ります。 
 

（２）安全・安心なまちづくり 

①都市計画道路惣新田幸手線バイパスについては、未整備区間の整備を促進します。 

②市街化調整区域については、生活道路等の整備・拡幅を推進します。 

③江戸川、中川、倉松川、用水路等については、浸水対策等による災害に強い環境整備を

促進します。 
 

（３）安らぎのある快適なまちづくり 

①地区北部の幸手工業団地及び幸手ひばりヶ丘工業団地については、公共下水道計画区

域に含まれていますが、最適な手法により環境整備を図ります。 

②首都圏中央連絡自動車道（圏央道）沿道における乱開発の抑制等により、本市の特長の

一つである田園景観の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境が生活に溶け込む農村集落と、市の未来を創造する

産業が調和する、潤いと活力のあるまち 
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図 東地区のまちづくり方針図 

都市計画道路 
惣新田幸手線 
バイパスの 
整備促進 

ふれあい散策
路等の整備 

新たな産業系 
土地利用の推進 

新たな産業系 
土地利用の推進
（既存の産業 

拠点の拡大） 

既存の産業拠点の
生産環境・ 
継続的立地の維持 

（市街化調整区域） 
・田園景観の保全 
・農業生産基盤の整備等 

※ （都）：都市計画道路 

 （主）：主要地方道 

 （一）：一般県道 


